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     5月から、除雪についての情報やお知らせを『なよろの除雪』と題して発行しています。

　  除雪車の出動基準は「降雪10cm」。パトロールにより観測地の降雪量を確認し、基準値を超
  す、または超えそうな降雪が予想されるときに出動します。除雪については、学生や高齢者の方
  などの歩行者を守るため、通学路・バス路線を最優先に除雪を行っています。

　   第３号となる今月号は、「名寄市の除雪内容」についてお知らせいたします。

     業です。

     除雪は、道路上の雪をかき分け、通行可能なスペースを確保する作業です。

                 除雪と排雪の違いは？

                 除雪車の出動基準

     排雪は、除雪により道路の脇に溜まった雪をダンプトラックに積込み、雪堆積場へ運搬する作

　  名寄市では、雪を道路の両脇に寄せていく「かき分け除雪」を実施

  除雪作業を完了させるための方法です。玄関前・車庫前のかき分けた
  雪につきましては、市民の皆さんで除雪してくださいますよう、ご理

  しています。市民の皆さんが通勤・通学をするまでの限られた時間で

  解・ご協力をお願いいたします。       　　 　　　　　　　　　　　　除雪で使用する主な除雪機械

           名寄市の除雪

なよろの除雪

                    

                    

  名寄地区・風連地区に１箇所ずつ用意しておりますので、ご利用ください。

　  ②事業所の場合：軽・普通トラック（４ｔまで）による搬入に限ります。

　　  　　　　管理車両の通行を優先するようお願いいたします。

  が困難になりそうな場合、排雪作業を開始します。

　  市民の皆さんの生活や経済活動の維持のため、除雪作業により交通
  の確保に努めています。除雪により道路の脇に雪が溜り、交通の確保

  　名寄市では個人・事務所などで自ら排雪を行った場合に無料で使用できる市指定の雪堆積場を

  　例年は１２月中旬から排雪作業を進めています。また、異常気象の

　  ※お願い…名寄地区において、河川管理業務のため名寄河川事務所管理車両の通行がある場合

           名寄市の排雪

           雪堆積場のご紹介

     また、使用基準は以下の通りです。
　  ①個人の場合   ：搬入する車両の大きさは問いません。

  場合は、状況に応じて対応をいたします。

マナーを守ってご利用ください。


